
みなかみ町店舗等改築等補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中小企業の円滑な事業承継及び町のにぎわいを創出し地域の活性化

を図ることを目的として事業を行う者に対し、店舗等の改築等に係る費用の一部を予算

の範囲内において補助金として交付するものとし、補助金の交付に関しては、みなかみ

町補助金等に関する規則（平成17年規則第28号）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 店舗等 町内において現に店舗として事業の用に供されているもの、過去に営利を

目的とした事業の用に供されていた店舗であって、現在は事業の用に供されていない

もの又は自宅等を店舗に改修し、事業の用に供するものをいう。 

(2) 改築等 店舗等の機能及び性能を維持又は向上させるための店舗等の改築、増築、

修繕、改修、模様替え等を行うこと又は店舗等の敷地内に新たに店舗を建設すること

をいう。 

(3) 町内施工業者 町内に本社又は本店を有する事業者であって、店舗等の新築、改修、

修繕、補修又は増築工事を業としている事業者とする。 

（補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に

掲げる要件を全て備えている者とする。 

(1) 個人又は登記簿上の本店又は支店の所在地が町内にある営利を目的とする法人で、

次のいずれかに該当するものであること。 

ア 町内の店舗において、現に事業を営んでいること。 

イ 町内の空き店舗において、事業を営もうとしていること。 

ウ 自宅等を改修し、事業を営もうとしていること。 

(2) ５年以上継続して事業を営む見込みがある者 

(3) 町税等に滞納がない者 

(4) 当該工事について、他の補助制度等を受けないこと。 

（補助対象店舗等） 

第４条 この要綱による補助金の対象となる店舗、空き店舗又は自宅等（以下「補助対象

店舗等」という。）は、町内に存する店舗、空き店舗又は自宅等であって、次に掲ける

要件を満たすものとする。 

(1) 統計法（平成19年法律第53号）第28条の規定に基づき産業に関する分類を定める件

（平成25年総務省告示第405号）に定める日本標準産業分類による分類のうち、次の



いずれかの業種に係る事業の用に供する店舗又は当該事業の用に供する予定である空

き店舗であること。 

ア I一卸売業、小売業（小売業に係るもので中分類61を除く。） 

イ M一宿泊業、飲食サービス業（宿泊業小分類750、752、753、759を除く。） 

ウ N一生活関連サービス業（中分類80一娯楽業を除く。） 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第６

項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業に係

る事業の用に供する店舗又はこれらの事業の用に供する予定である空き店舗でないこ

と。 

（補助対象事業） 

第５条 この要綱による補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

補助対象者が町内施工業者に発注する20万円以上の補助対象店舗等の改築等とする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げ

る改築等の工事に係る費用とする。ただし、改築等を伴わない製品の取替のみの工事は

含まない。 

(1) 内装工事（天井、内壁床等の工事を含む。） 

(2) 外装工事（看板設置、扉等の工事を含む。） 

(3) 屋根工事 

(4) 外壁工事 

(5) 間仕切りの変更工事 

(6) 給排水設備工事 

(7) 電気工事 

(8) 空調設備工事 

(9) 附帯設備（キッチン、カウンター、照明等で、建物と一体となったものに限る。）

の設置工事 

(10)  その他町長が必要と認める工事 

２ 補助対象経費の対象外となる改築等に係る工事の経費は、次に掲げるものとする。 

(1) 店舗等における住居との併用部分の改築等に係る経費 

(2) その他町長必要でないと認める経費 

（補助金の額等） 

第７条 この要綱による補助金の額及び交付回数は、次のとおりとする。 

(1) 補助金の額は、補助対象経費の10％以内で50万円を限度とし、予算の範囲内とする。

ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

(2) 交付回数は、同一事業者につき１回とする。 



（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、工事着手前に、

みなかみ町店舗等改築等補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければなら

ない。 

（交付決定） 

第９条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し速やかに

交付決定の可否を行い、みなかみ町店舗等改築等補助金交付決定通知書（様式第２号）

又はみなかみ町店舗等改築等補助金不交付決定通知書（様式第３号）により当該申請者

に通知する。 

（変更） 

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

が工事内容を大幅に変更しようとするときは、みなかみ町店舗等改築等補助金変更申請

書（様式第４号）を提出し町長の承認を得なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を認めたと

きは、みなかみ町店舗等改築等補助金変更承認通知書（様式第５号）により補助事業者

に通知するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助事業の決定

を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助事業者となったとき。 

(2) 補助事業の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。 

（事業の中止） 

第12条 補助事業者は、交付決定を受けた事業を中止し、又は廃止しようとするときは、

みなかみ町店舗等改築等補助金事業取下届（様式第６号）を町長に提出するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第13条 第８条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、事業終了後、速やかにみなか

み町店舗等改築等補助金実績報告書（様式第７号）に必要書類を添えて提出しなければ

ならない。 

（補助金の額の確定） 

第14条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、みなかみ町店舗等改築

等補助金の額の確定について（様式第８号）により補助金の額の確定を行うものとする。 

（補助金の請求） 

第15条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速や

かにみなかみ町店舗等改築等補助金請求書（様式第９号）を町長に提出しなければなら

ない。 

（補助金の交付） 



第16条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

（補助金の返還） 

第17条 町長は、第11条の規定により補助事業の決定を取り消した場合において、既に補

助金を交付しているときは、その返還を求めることができる。 

（現地調査） 

第18条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象となった改築等の工事に

ついて現地調査を行うことができる。 

（委任） 

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第８条関係） 

（令２告示32・一部改正） 

様式第２号（第９条関係） 

（令２告示32・一部改正） 

様式第３号（第９条関係） 

様式第４号（第10条関係） 

（令２告示32・一部改正） 

様式第５号（第10条関係） 

様式第６号（第12条関係） 

（令２告示32・一部改正） 

様式第７号（第13条関係） 

（令２告示32・一部改正） 

様式第８号（第14条関係） 

様式第９号（第15条関係） 

（令２告示32・一部改正） 

 


